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行政からの

お らせ知
information

年
会
費
７
０
０
円
！
会
員
募
集

　

交
通
災
害
共
済
は
、
利
益
を
目
的
と

し
な
い
住
民
相
互
の
共
済
制
度
で
、
公

共
団
体
が
運
営
し
て
い
る
安
心
、
有
利

な
制
度
で
す
。　
　
　
　

　

年
間
７
０
０
円
の
掛
金
で
、
交
通
事

故
に
あ
っ
た
場
合
、
２
万
円
か
ら
最
高

１
５
０
万
円
の
見
舞
金
が
支
払
わ
れ
ま

す
。

　

８
月
は
一
斉
加
入
推
進
月
間
で
す
。

ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
、
ご
家
族
そ
ろ
っ
て

加
入
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

◆
申
し
込
み

　

現
在
加
入
し
て
い
る
交
通
災
害
の
共

済
期
間
は
、22
年
８
月
31
日
ま
で
で
す
。

22
年
度
の
加
入
申
込
み
は
、
８
月
10
日

㈫
か
ら
受
付
け
ま
す
。

　

加
入
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
区
長
・

自
治
会
長
さ
ん
を
通
じ
て
お
配
り
し
て

い
る
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

会
費
を
添
え
て
、
８
月
31
日
㈫
ま
で
に

市
民
課
、
ま
た
は
各
出
張
所
へ
直
接
申

込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。（
申
込
書
は

市
民
課
、
各
出
張
所
窓
口
に
も
あ
り
ま

す
。）

◆
休
日
受
付
を
行
い
ま
す

　

日　

時　

８
月
29
日
㈰　

　
　
　
　
　

午
前
９
時
～
午
後
４
時

　

場　

所　

�

山
武
市
役
所
市
民
課
市
民

生
活
係
窓
口

◆
集
団
会
員
加
入
申
し
込
み

　

市
内
幼
稚
園
、
保
育
所
（
園
）、
小
・

中
学
校
に
在
籍
し
て
い
る
場
合
は
、「
集

団
加
入
」
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

８
月
は
、
９
月
１
日
現
在
の
在
籍
者

を
対
象
と
し
た
新
規
集
団
会
員
も
募
集

し
て
い
ま
す
。
６
月
期
に
加
入
が
で
き

な
か
っ
た
方
は
、
学
校
な
ど
を
通
じ
て

早
め
に
申
し
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

（
実
施
し
て
い
な
い
学
校
な
ど
が
あ
り

ま
す
の
で
、
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。）

◆
見
舞
金
の
対
象
と
な
る
事
故

　

自
動
車
や
オ
ー
ト
バ
イ
な
ど
に
よ
る

人
身
事
故
で
、
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン

タ
ー
か
ら
交
通
事
故
証
明
書
が
発
行
さ

れ
た
事
故

※
交
通
事
故
に
あ
っ
た
と
き
は
直
ち
に

警
察
へ
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。
届
出

を
し
て
い
な
い
と
、
事
故
証
明
書
が
発

行
さ
れ
ま
せ
ん
。
交
通
事
故
証
明
書
が

得
ら
れ
な
い
場
合
は
、
原
則
と
し
て
見

舞
金
給
付
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　
　

市
民
課
市
民
生
活
係　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎
（80）
１
２
７
１

加
入
し
ま
せ
ん
か
？

交
通
災
害
共
済

予
約
制
に
よ
る
年
金
相
談

　

千
葉
年
金
事
務
所
で
は
、
予
約
制
に

申 込 日 共 済 期 間 会 費（1人）

22年8月31日

まで

22年9月1日～

23年8月31日
700円

22年9月1日

以降

加入申込日翌日～

23年8月31日
加入月により

700円～100円

共済期間と年会費

死亡見舞金 150 万円

傷害見舞金
入院・通院実日数により
2 万円～ 50 万円

身障見舞金
（１級または２級）

傷害見舞金のほか
50 万円

交通遺児見舞金 遺児 1 人につき 10 万円

見舞金の額

問

よ
る
年
金
相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
予
約
申
込
方
法

　

相
談
希
望
日
１
か
月
前
か
ら
電
話
ま

た
は
年
金
相
談
窓
口
で
受
付
し
ま
す
。

受
付
の
際
は
、
相
談
者
お
よ
び
配
偶
者

氏
名
、
基
礎
年
金
番
号
、
電
話
番
号
、

相
談
内
容
な
ど
に
つ
い
て
確
認
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

◆
予
約
時
間
帯　

　

平
日　

午
前
９
時
～
午
後
４
時
半

　

休
日　

午
前
９
時
半
～
午
後
３
時
半

　
　
　
　
（
原
則
第
２
土
曜
日
）

（
い
ず
れ
も
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

※
予
約
状
況
に
よ
り
希
望
の
日
時
を
調

整
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
願
い
ま
す
。

◆
持
参
す
る
も
の

　

年
金
手
帳
（
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
）、
年
金
証
書
、
振
込
通
知
書
な
ど

の
ほ
か
、
相
談
者
本
人
で
あ
る
こ
と
を

確
認
で
き
る
も
の
。

※
代
理
の
方
が
ご
相
談
さ
れ
る
場
合

は
、
委
任
状
が
必
要
で
す
。

※
ご
都
合
に
よ
り
来
所
で
き
な
い
場
合

は
、事
前
に
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
予
約
申
込
番
号

☎
０
４
３
（
２
４
２
）
６
３
２
４

電
話
の
受
付
時
間
は
午
前
８
時
半
～
午

後
５
時
（
土
日
祝
日
、
12
／
29
～
１
／

３
を
除
く
）


